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Ⅰ 総 論 
 

１ これまでの行政改革の取組 

士幌町では、２次にわたる行政改革大綱及び７期にわたる行政改革推進大綱、行政

改革推進計画を策定し、社会経済情勢に応じた課題や取り組む重点事項を掲げ、改革

の推進を図ってきました。 

また、平成１６年６月には、任意合併協議会の解散後に単独自立を目指し「自主自

立プラン」を策定し、総合的な改革に努めてきました。 

 

【過去の行政改革】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１次 

昭和 60 年策定 

士幌町行政改革大綱 

国の｢地方公共団体における行政改革推進の方針（地方行革大綱）

の策定について｣（昭和 60 年 1 月）に呼応して策定 

第２次 

平成11年7月策定 

士幌町行政改革大綱 

国の｢地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進

のための指針の策定について｣（平成 9 年11月）に呼応して策定 

第１期 

平成14年12月策定 

士幌町行政改革推進大綱・行政改革推進計画 

（推進期間 平成 15 年度～平成 17 年度） 

本格的な大綱・推進計画が始まる 

◎重点事項 1．事務事業の見直し 

2．時代に即応した組織・機構の見直し 

3．定員管理と給与の適正化の推進 

      4．効果的な行政運営に向けた職員の能力開発の推進 

      5．行政の情報化の推進と行政サービスの向上 

      6．行政の公正の確保と透明性の向上 

      7．公平で効率的な運営 
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第２期 

平成17年11月策定 

士幌町行政改革推進大綱・行政改革推進計画 

（推進期間 平成 18 年度～平成 20 年度） 

第１期大綱及び推進計画の改定及び見直し 

◎重点事項 1．事務事業の見直し 

2．広域行政の推進 

3．時代に即応した組織・機構の見直し 

      4．定員管理と給与の適正化の推進 

      5．効果的な行政運営に向けた職員の能力開発の推進 

      6．情報の共有による協働のまちづくりと行政サービスの向上 

      7．公平で効率的な運営 

第３期 

平成21年2月策定 

士幌町行政改革推進大綱・行政改革推進計画 

（推進期間 平成 21 年度～平成 23 年度） 

第２期大綱及び推進計画の改定及び見直し 

◎重点事項 1．事務事業の見直し 

2．広域行政の推進 

3．時代に即応した組織・機構の見直し 

      4．定員管理と給与の適正化の推進 

      5．効果的な行政運営に向けた職員の能力開発の推進 

      6．情報の共有による協働のまちづくりと行政サービスの向上 

      7．公平で効率的な運営 

第４期 

平成24年2月策定 

士幌町行政改革推進大綱・行政改革推進計画 

（推進期間 平成 24 年度～平成 26 年度） 

第３期大綱及び推進計画の改定及び見直し 

◎重点事項 1．事務事業の見直し 

2．広域行政の推進 

3．時代に即応した組織・機構の見直し 

      4．定員管理と給与の適正化の推進 

      5．効果的な行政運営に向けた職員の能力開発の推進 

      6．情報の共有による協働のまちづくりと行政サービスの向上 

      7．公平で効率的な運営 
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第５期 

平成27年3月策定 

士幌町行政改革推進大綱・行政改革推進計画 

（推進期間 平成 27 年度～平成 29 年度） 

第４期大綱及び推進計画の改定及び見直し 

◎重点事項 1．効率的・効果的な行財政運営の確立 

2．定員管理・給与の適正化と組織・機構の見直し 

3．人材の育成 

      4．情報発信の促進と行政サービスの向上 

第６期 

平成30年3月策定 

士幌町行政改革推進大綱・行政改革推進計画 

（推進期間 平成30年度～平成32年度(令和2年度)） 

第５期大綱及び推進計画の改定及び見直し 

◎重点事項 1．効率的な行政運営の確立 

2．持続可能な財政基盤の確立 

3．協働によるまちづくりの推進 

第７期 

令和３年３月策定 

士幌町行政改革推進大綱・行政改革推進計画 

（推進期間 令和３年度～令和７年度） 

第６期大綱及び推進計画の改定及び見直し 

◎重点事項 1．効率的な行政運営の確立 

2．持続可能な財政基盤の確立 

3．協働によるまちづくりの推進 

※ 推進計画 毎年検証開始 
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２ 行政改革の目的  

（１）士幌町を取り巻く環境の変化 

 本町の令和２年国勢調査における人口は 5,848 人、うち 0～14 歳の子どもの人口割

合が 12.6％（734 人）、生産年齢の人口割合 54.2％(3,168 人）、65 歳以上の高齢者の

人口割合が 33.1％（1,938 人）となっており、平成 27 年国勢調査の数値と比較すると、

人口が減少するとともに、少子高齢化と生産年齢人口減少が進んでいます。 

また、令和６年度に策定した第３期士幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略におけ

る将来の人口展望では、令和 22 年（2040 年）の人口が 5,102 人、0～14 歳の人口割合

が 13.2％（673 人）、生産年齢の人口割合 48.9％（2,495 人）、65 歳以上の人口割合が

37.8％（1,934 人）、と推計しており、今後においても人口減少とともに少子化・高齢

化、生産年齢人口の減少がより一層進んでいくことが見込まれます。 

 人口構造の変化は、多方面に影響があり、高齢者人口の増加は、医療・福祉をはじ

めとする社会保障費の増大要因となり、生産年齢人口の減少は、税収等の減少要因と

なります。本町の歳出決算の状況を見ると人件費や扶助費、公債費などは経常的経費

（義務的経費）と言われ、増大すると財政の硬直化を招き、必要な行政サービスがで

きなくなることも考えられます。少子高齢化の進展により、新たな視点での行政運営

が求められ、サービスの質を落とすことなく、常に施策や事務事業を精査し、歳入に

見合った行政運営を行っていくことが必要となります。 

 また、第３期士幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げたテーマ「誰もが関わ

りたくなる農村ユートピアをめざして」の実現には、先駆的な農業経営が展開される

地域の強みを生かし、多角的な視点で「人の動き」を活性化させ、それぞれの世代が

住み良さを実感できる環境、価値観を備えた地域にし、人口減少に適応し、将来にわ

たって「持続可能な地域社会」を実現しなければなりません。 

人口構成比

15～29歳 30～64歳

平成 7年国勢調査 7,010人 18.6% 16.0% 46.4% 19.0%

平成12年国勢調査 6,839人 15.4% 16.1% 45.8% 22.5%

平成17年国勢調査 6,755人 13.9% 14.8% 46.1% 25.1%

平成22年国勢調査 6,416人 14.2% 12.0% 46.8% 27.0%

平成27年国勢調査 6,132人 13.8% 11.6% 45.4% 29.3%

   令和 2年国勢調査※1 5,848人 12.6% 12.1% 42.1% 33.1%

 令和22年推計値※2 5,102人 13.2% 11.1% 37.8% 37.8%

※1 年齢「不詳」の者を除いて算出

※2 士幌町独自推計

区分 人口
年少人口
0～14歳

生産年齢人口 高齢者人口
65歳以上
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（２）行政改革の目的と必要性 

地方自治法により地方公共団体は「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経

費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定されています。行政改革

とは、その実現のために社会情勢や地域の実情を踏まえ、行政に寄せられる期待や責

務を認識し、高い効率性や確実な成果を追求して、自らを改善・改革していく取組で

す。前述のとおり、士幌町が置かれている状況は厳しく、税等の歳入の大幅な増加が

見込めない一方、社会保障費等硬直性の高い費用の増大が見込まれます。 

そのような中で、安定した財政基盤を維持し、効率的・効果的な行財政運営を図る

ためには、町税等の収入の確保、住民負担の公平性の確保と受益者の適正な負担割合

の検討、自主財源の確保の強化をすることはもとより、事務・事業経費の見直しを図

るなど継続的な行政改革の取組が必要です。また、単に経費節減や効率化を中心とし

た取組だけでなく、多様化する住民ニーズへの対応や新たな行政課題に対処できる人

材の育成、行政サービス等の向上など住民福祉の増進という地方自治本来の目的を果

たし、住民から信頼される行政の実現に向けた取組が必要となります。 
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（単位：千円、％）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

1,171,576 13.7 1,207,443 14.4 1,178,989 13.2 1,193,479 10.5

3,228,759 37.9 3,150,231 37.5 3,151,994 35.4 3,219,270 28.2

385,452 4.5 385,012 4.6 394,033 4.4 615,579 5.4

1,303,810 15.3 1,138,470 13.6 1,466,170 16.5 3,035,203 26.6

579,687 6.8 292,207 3.5 557,036 6.3 1,198,079 10.5

1,856,420 21.8 2,226,661 26.4 2,157,449 24.2 2,139,242 18.8

8,525,704 100.0 8,400,024 100.0 8,905,671 100.0 11,400,852 100.0

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

人件費 1,329,228 16.5 1,358,811 16.9 1,379,167 16.3 1,467,841 13.5

物件費 1,097,029 13.7 1,200,777 14.9 1,327,386 15.7 1,416,478 13.0

扶助費 558,695 7.0 475,616 5.9 434,033 5.1 486,266 4.5

補助費 1,665,740 20.7 1,828,691 22.7 1,875,813 22.2 2,910,711 26.8

維持補修費 138,593 1.7 150,015 1.9 141,421 1.7 124,482 1.1

4,789,285 59.6 5,013,910 62.4 5,157,820 61.0 6,405,778 58.9

1,223,090 15.2 1,138,678 14.2 1,412,087 16.7 2,593,460 23.8

2,019,832 25.2 1,886,332 23.4 1,883,538 22.3 1,874,851 17.3

うち公債費 896,388 11.2 733,131 9.1 722,369 8.5 723,176 6.7

8,032,207 100.0 8,038,920 100.0 8,453,445 100.0 10,874,089 100.0

その他歳入

一般会計決算の推移
歳入

区分
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

町税

地方交付税

その他一般財源

国道支出金

町債

令和６年度

消
費
的
経
費

投資的経費

歳入合計

歳出

区分

その他の経費

歳出合計

令和３年度 令和４年度 令和５年度
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Ⅱ 行政改革推進の重点事項 

 

 重点事項は、前行政改革推進大綱の趣旨を継承し３つの分野を推進計画に位置づけ

ます。 

各分野における推進計画は、具体的な取組の進行管理を実施し、進捗状況に合わせ

て必要に応じ見直しを行い、実効性の高い行政改革を推進します。 

 

重点事項１ 「効率的な行政運営の確立」 

 今後も厳しい財政状況が予想される中、限られた財源で社会情勢の変化や多様化す

る住民ニーズに的確に対応し、信頼される行政運営を行うためには、簡素で効率的な

行政運営に取り組むことが求められます。 

そのために機構の適切な見直しや民間能力の活用などを積極的かつ柔軟に行い適

正な定員管理に努めます。 

 また、行政環境の変化に対応できる能力と意欲のある職員、住民目線に立って考え

る職員、町民に信頼される職員の育成に努めながら職員の意識改革を図ります。 

 

【取組項目】 【取組内容】 

１ 効率的な組織の運営 

 

機構の見直し 

文書管理の適正化 

２ 行政情報の適切な管理 個人情報保護とセキュリティ対策の強化 

３ 定員管理と給与の適正化 

 

 

定員管理の適正化 

職員給与等の適正化 

長時間勤務の縮減と年次休暇取得率の向上 

４ 民間能力の活用 

 

民間委託の推進 

指定管理者制度の推進 

PFI の導入・推進 

５ 人材の育成・活用 

 

 

 

職員の意識改革 

人事評価制度の適正な運用 

職員の資質向上 

多様な人材の活用 
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重点事項２ 「持続可能な財政基盤の確立」 

地方交付税の減少や生産年齢人口減少に伴う税収減が見込まれるなどの歳入減に

加え、社会保障費などの歳出増加が懸念される厳しい財政状況の中においても、本町

の実情に沿った住民サービスを将来にわたって安定的に提供するため、持続可能な財

政基盤づくりが必要となります。 

そのため、真に必要な住民ニーズを把握しながら施策・事務事業の点検を行い事業

の選択と集中に努め歳出の削減を図ります。 

また、町財政の安定と住民負担の公平性等を確保するため、町税等の収納率向上、

受益者負担の原則に基づく使用料等の適正化、遊休町有財産の有効活用、ふるさと納

税額の拡大など、さらに自主財源の確保に努め、安定的で健全な財政運営を図ります。 

 

【取組項目】 【取組内容】 

１ 健全な財政運営の推進 地方公会計制度に基づく財務書類の整備･活用 

事務事業の見直し 

普通建設事業の抑制 

病院事業の経営健全化 

特老事業の経営健全化 

第３セクター等の経営健全化 

事務管理経費の縮減 

経常的経費の削減 

２ 自主財源等の歳入確保 受益と負担の適正化 

町有財産の適正管理 

滞納金の整理強化 

ふるさと納税の推進 

その他（自主財源の確保） 
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重点事項３ 「協働によるまちづくりの推進」  

 地方分権改革が推進される中、地域の自主性を発揮し、よりよい地域社会を実現す

るためには、行政情報の積極的な提供による住民との情報共有や政策立案・審議過程

へ多くの住民参画による行政の透明性を高める必要があります。 

 また、まちづくりの核となる地域自治組織の機能の充実を図る必要があります。 

 そのため、住民との情報共有に向けた広報活動の充実や住民の声を聴く機会の充実

を図るほか、審議会など政策の立案・決定に関わる公募委員や女性委員を登用する環

境の整備に努めるとともに、地域力の向上をめざし自主防災組織の設立・活動や自治

組織の維持に向けた支援を図ります。 

 

【取組項目】 【取組内容】 

１ 町民参画の推進 

 

 

広報広聴活動の充実 

協働推進事業の拡充 

パブリックコメントの実施 

審議会等委員構成の見直し 

２ 地域力の向上 

 

地域防災体制の充実 

地域自治組織の維持支援 
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第８期行政改革推進大綱 

Ⅲ 行政改革の推進方法 

 

１ 実施期間 

 令和８年度を初年度として、令和 12 年度までの５年間を実施期間とします。 

 

 
２ 計画の構成 

 大綱は、基本的な方針を示すものであり、大綱に基づく具体的な取組については、

推進計画を策定し計画的に推進します。推進計画は、社会情勢等に応じ毎年度見直し

を行います。 

 

 

 

 

 

３ 推進体制及び公表 

 町長を本部長とする「士幌町行政改革推進本部」が大綱に基づく取組項目の進捗を

管理します。取組項目の進捗状況を各種団体代表者及び町民代表で構成する「士幌町

行政改革推進委員会」に報告し、意見を求めながら実効性のある行財政改革となるよ

う努めます。大綱及び取組項目の進捗状況を広報・ホームページを通じて広く町民に

公表します。 

 

令和３年～令和７年度 令和８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

 

 

      

 

大綱 重点事項、取組項目 

推進計画 具体的な取組内容(第８期～重点検証項目を設定 ※) 

※１期（５年）最低５項目を抽出して検証 

 
町 長 

行政改革推進本部 

(構成) 
本部長 ：町長 
副本部長:副町長、教育長 
部員  ：各所属長 

行政改革推進委員会 

(構成) 
各種団体の代表者、町民代表 
(任務) 
行政改革の内容・進捗状況に対
する意見、助言 

 

町 民 

各所属職員 

公表 

意見表 

諮問･報告 

答申･助言 

令和８～１２年度までの５年間 

第７期 

行政改革推進大綱 


